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仕   様   書 （案） 

 

１．委託業務名 

  令和８年度軽自動車税（種別割）納税通知書等の帳票作成・印字・発送業務委託 

 

２．履行期間 

  契約締結日から令和８年５月７日まで 

 

３．委託の内容 

(1) 納税通知書等の製作 

①規格等 

ア．納税通知書（一般用）【別表１】 

規格 縦 4.5 インチ×横 18 インチ（スプロケット部分を含む） 

紙質 ＯＣＲ72kg 用紙 

色 表 黒、ドロップアウトカラー（ピンク）/裏 黒 

※ドロップアウトカラーは TOM／banctec5700 で読み取るのに支

障が無いものであること。ドロップアウトカラーのレベルはマクベ

ス PCM・Ⅱ・Ｂフィルター使用時 0.08 以内。 

ミシン仕様 縦２本 

数量 327,000 枚（テスト用含む）（うち、資産課税課納品分 30 枚） 

 

イ．納税通知書（口座振替用）【別表２】 

規格 縦 4.5 インチ×横 18 インチ（スプロケット部分を含む） 

紙質 上質 70kg 用紙 

色 表 黒 /裏 黒 

ミシン仕様 縦１本 

数量 11,200 枚（テスト用含む）（うち、資産課税課納品分 30 枚） 

 

ウ．納税通知書（一般、随期用）【別表３】 

規格 縦９インチ×横 12.5 インチ（スプロケット部分を含む） 

紙質 OCR90kg 用紙 

色 表 黒、ドロップアウトカラー（ピンク）/裏 黒 

※ドロップアウトカラーは TOM／banctec5700 で読み取るのに支

障が無いものであること。ドロップアウトカラーのレベルはマクベ

ス PCM・Ⅱ・Ｂフィルター使用時 0.08 以内。 

ミシン仕様 縦２本 

数量 ５,000 枚（すべて資産課税課に納品） 
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エ．納税通知書（口座、随期用）【別表４】 

規格 縦 4.5 インチ×横 15.2 インチ（スプロケット部分を含む） 

紙質 上質 110kg 用紙 

色 表 黒 /裏 黒 

ミシン仕様 縦１本 

数量 50 枚（すべて資産課税課に納品） 

 

オ．軽自動車税のお知らせ【別表５】 

規格 Ｂ５ 

紙質 色上質紙中厚口紙質 /白茶色 

色 表 黒 /裏 黒 

数量 251,400 枚（うち、資産課税課納品分 5,000 枚） 

 

カ．よくある質問Ｑ＆Ａ【別表 6】 

規格 Ｂ５ 

紙質 色上質紙中厚口紙質 /白色 

色 表 黒 /裏 黒 

数量 255,400 枚（うち、資産課税課納品分 5,000 枚） 

 

キ．賦課の根拠等（減免通知用）【別表７】 

規格 Ａ４ 

紙質 色上質紙中厚口紙質 /白茶色 

色 表 黒 /裏 黒 

数量 4,000 枚（うち、資産課税課納品分 30 枚） 

 

ク．障がい者減免ちらし（減免通知用）【別表８】 

規格 Ａ４ 

紙質 色上質紙中厚口紙質 /白茶色 

色 表 黒 /裏 黒 

数量 4,000 枚（うち、資産課税課納品分 30 枚） 
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ケ．発送用封筒（定型） 

規格 縦 120mm×横 235mm 

紙質 グラシン窓原紙、片艶晒クラフト 60ｇ、裏地紋あり、アラビア糊 

グラシン窓 １カ所（宛先部分） 

数量 区内特別用【別表９】：224,000 枚、料金後納用【別表 10】: 22,000

枚（うち、資産課税課納品分 100 枚） 

 

  コ．発送用封筒（随期用）【別表 11】 

規格 縦 120mm×横 195mm 

紙質 グラシン窓原紙、片艶晒クラフト 60ｇ、裏地紋あり、アラビア糊 

グラシン窓 １カ所（宛先部分） 

数量 5,000 枚 

 

サ．発送用封筒（減免通知用）【別表 12】 

規格 縦 103mm×横 220mm 

紙質 85g/㎡ 再生紙クラフト、別製洋カマス封筒、表一色、アドヘア糊付

き 

グラシン窓 １カ所（宛先部分） 

数量 4,000 枚 

 

シ．発送用角２封筒【別表 13】 

規格 縦 330mm×横 240mm 

紙質 クラフト 100ｇ 

刷色 片側１色 

数量 400 枚 

  

ス．宛名シール【別表 14】 

規格 縦 76mm×横 94mm 

紙質 剥離紙上質 45kg 白クラフトセパ 

数量 400 枚 

 

セ．発送用ダンボール箱 

規格 縦＋横＋高さ合計 90cm 以内、長辺 60cm 以内 

数量 20 枚 
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②原稿は紙又はデータ渡し。 

③製作の事前に担当者と打ち合わせを行うこと。校正を要する。（３回程度） 

④印影印刷 

・印影票から電子データ又は製版フィルムを作り行うこと。 

・印影票及び電子データ並びに製版フィルムは適正に管理し、市が指定した枚数の印刷完

了後、速やかに市に返還し、再び印刷できない状態にすること。 

⑤「ケ．発送用封筒（定型）」については、受注者にて印字プログラムを作成し、納税通知書

に「郵便区内特別」等の印字をする場合、区内特別用と料金後納用に分けて作成する必要

はない。 

⑥納品の際は、箱等に帳票名を記入すること。 

⑦帳票の一部納品 

帳票内容の校正等が完了し、印刷可能となった帳票を予備として 30 部ずつ資産課税課に

納品すること。 

⑧製作した帳票については、編集用のＰＤＦデータを市へ提供すること。 

 

(2) 納税通知書への印字 

（単位：件） 

区 

帳票 
印字件数 

印字テスト
件数 

計 印字項目 

納税通知書（一般用） 323,000 1,000 324,000 別表 15 参照 

納税通知書（口座振替用） 9,700 500 10,200 別表 16 参照 

 

①印字プログラムを作成し、上表の帳票に印字する。 

②随期用の納税通知書（ウ、エ）については、印字の作業は要しない。 

③納税通知書の印字対象データは、CSV 形式にて提供し、外部媒体（DVD）にて引き渡す。 

④納税通知書に印字する、「eL マーク」は画像データ（PNG 形式・白黒２諧調）にて提供し、

外部媒体（DVD）にて引き渡す。 

⑤「eL マーク」の印字については、印刷用 CSV の印刷制御フラグにより印字の要否を判断

する。 

⑥印字位置等の確認を行うため、印字プログラム作成後、テスト印刷を実施し、担当者と確

認を実施する。テスト内容等については、別途担当者と協議する。 
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⑦データについて 

文字コード UNICODE (UTF-8) 

文字フォント FUJ 明朝体フォントによる出力 

データ形式 CSV 

※レコードは可変長、カンマ区切り、ダブルクォーテーションつき 

外字 

 

あり（「F3BAUJM3.TTE」・・・FUJ 明朝体の外字フォントファイ

ルで提供） 

※外字は「JEF 拡張漢字サポート」が必要 

暗号化 あり（秘文〔日立製〕）※パスワード複合化 

バーコード UCC/EAN-128 ※ANSI グレード C 以上 

・納税通知書の裏面に固定印刷する二次元バーコードの見本は、課税企画課から帳票の 

製作前までに提供する。 

⑧ＱＲコードの生成条件は以下のとおり。 

項番 項目 数値 条件 

１ バージョン ６ 固定（※１） 

２ 誤り訂正レベル Ｍ 固定 

３ プリンタ解像度（dpi） 300dpi以上 各地方団体において設定 

４ セルサイズ 
0.28mm以上 

(0.32mm以上推奨) 

印刷スペースを踏まえ、 

可能な限り大きく設定 

５ 
１セルあたりの 

ドット数 
４ドット以上 dpiに合わせて最適数を設定 

※１ 生成ソフトの能力で、別バージョンとなることは許容する。 

なお、印刷用 CSV の「eLQR コード」項目が空白の場合、QR コードは印字しない。 

⑨納税通知書の取り扱いについて 

納税義務者区分（通常：0、一括納税義務者用：1、住所不備：2、非 MT：3）のうち、「住

所不備：2」、「非 MT：3」のものを先行して印刷し、箱詰め後、資産課税課に納品する。な

お、「一括納税義務者用：1」については、別途指定のとおり納税義務者毎にまとめて送付す

ること。 

 

(3) 納税通知書の読み取りテスト 

①バーコード 

事前にコンビニ収納代行業者へ印字見本を提出し、読み取りテストを行う。 

②OCR 領域 

事前に専門業者へ印字見本を提出し、読み取りテストを行う。 

なお、OCR 領域の読み取りテストを行う際には、帳票の校正等を全て終了した本番運用で

使用しうる状態の帳票を準備する必要がある。 
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③郵便カスタマーバーコード 

提供するデータを原則使用する。ただし、自社製を使用しても可とするが、課税企画課と

協議を要する。また、事前に郵便局へ印字見本を提出し、読み取りテストを行う。 

④ＱＲコード 

事前にゆうちょ銀行及び福岡銀行へ印字見本を提出し、読み取りテストを行う。 

※上記①～④の読み取りテストについては、一定の要件を満たす場合に不要となるため、契

約締結後に協議を行うこととする。 

 

(4) 納税通知書等の製本 

①裁断 

上記(2)で印字した納税通知書の両端のスプロケット部分及び連票を裁断し、単票にして納

品すること。 

※両端のスプロケット部分の裁断の位置がずれると、金融機関でのＯＣＲ読み取りができな

くなるため細心の注意を払うこと。 

②折り 

・納税通知書（一般用）は、納付書と納税通知書の間のミシン目を山折りする。 

・納税通知書（口座振替用）は、中央部のミシン目を山折りする。 

・「オ．軽自動車税のお知らせ」、「カ．よくある質問Ｑ＆Ａ」、「キ．賦課の根拠等」、

「ク．障がい者減免ちらし」を 3 つ折り（巻き 3 つ折りまたは Z 折り）にする。 

・別途引き渡す別表 17「税額決定通知書兼減免決定通知書」を「サ．発送用封筒（減免通

知用）」の窓あき部分に宛先がくるよう 3 つ折り（巻き 3 つ折りまたは Z 折り）にする。 

③封入封緘 

・納税通知書（一般用）と納税通知書（口座振替用）を納税義務者で名寄せし、「オ．軽自

動車税のお知らせ」、「カ．よくある質問Ｑ＆Ａ」をセットのうえ、別表 18「封入方法

及び運搬先」のとおりに封入封緘する。 

・別途引き渡す税額決定通知書兼減免決定通知書と「カ．よくある質問Ｑ＆Ａ」、「キ．賦

課の根拠」、「ク．障がい者減免ちらし」をセットのうえ、別表 18「封入方法及び運搬

先」のとおりに封入封緘する。 

 

(5) 納税通知書等の引抜き 

封入封緘した納税通知書及び税額決定通知書兼減免決定通知書を箱詰めする前の段階で課

税企画課が指定する納税通知書等の引抜きを行い、資産課税課（博多区庁舎９階）へ納品す

る。（約 400 件） 

また、引抜分の納税通知書等を納品する際に、指定する封筒も一緒に納品すること。 

※課税企画課が指定する納税通知書等の引抜き情報は、外部媒体（DVD）にて提供。引抜き

後の納税通知書等は当課にて指定する順番に並べ、納品すること。 
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(6) 発送件数等のチェック 

各集配郵便局等への持込み日までに発送件数等のチェックを行い、任意の様式により課税

企画課に報告を行う。 

 

(7) 納税通知書等の各集配郵便局等への持込み 

事前に各集配郵便局への連絡・調整を行ったうえで、区内特別郵便の割引等、最大の料金

の減額が適用されるようにすること。 

また、郵便伝票を作成し、郵便伝票を課税企画課に報告後、運搬先に持ち込みをする。 

残った帳票の取り扱いについては、事前に課税企画課と協議を行うこと。 

 

 

４ スケジュール（案） 

日程 作業内容、引渡し等 

4 月 10 日（金）まで 

・納税通知書の製作準備 

・テスト用納税通知書納品（納品先：課税企画課） 

・納税通知書の製作 

４月 13 日（月） 
・外部媒体（DVD）にて、納税通知書の印字情報を引渡し

（受取場所：課税企画課） 

４月 14 日（火） 

・税額決定通知書兼減免決定通知書を引渡し（受取場所：課

税企画課） 

・バーコード等確認用印字済テスト納税通知書納品（納品

先：課税企画課） 

・納税通知書（一般・口座、随期用）、発送用封筒（随期用）、 

各種ちらしを納品（納品先：資産課税課） 

４月 22 日（水） 
・外部媒体（DVD）にて、納税通知書等の引抜き分のデー

タ渡し（受取場所：課税企画課） 

４月 27 日（月） 
・納税通知書（引抜き分）、発送用封筒（定型、料金後納用）

納品（納品先：資産課税課） 

４月 13 日（月） 

～４月 27 日（月） 

・納税通知書の製本 

・発送件数等の報告 

５月１日（金） ・郵便伝票を作成し、運搬先への持ち込み 

５月 7 日（木） 
・提供データの返却 

・印影票及び製版データ又はフィルムの返却 

 



8 

５ その他 

(1) 委託契約書第７条第３項に基づき、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合

は、その内容が分かるような書面を提出すること。 

なお、業務とは、本仕様書の「３ 委託の内容」の業務にかかる課税企画課との連絡調

整を第三者に委任又は請け負わせることはできない。 

また、業務の全てを第三者に委任し、又は請け負わせることもできないものとする。 

(2) 市より作業状況の検査、立会いを要望した場合、速やかに応じること。 

(3) 印字等の処理においては、自然災害、システム障害などの不測の事態に備えて各々複数台

の設備を有するなど、整備されたバックアップ体制をとること。 

(4) 誤封入等がないようシステムチェック等の監視体制を整え、管理・監督を行い、問い合わ

せがあった場合に対象者の作業履歴を証するものを提出すること。本作業中に疑義や問題

等が発生した場合は、早急に課税企画課に報告すること。 

(5) 印字データ媒体の受け取りから郵便局持ち込みまで遅滞なく行うこと。 

(6) 印字済の帳票等の保管は施錠付の場所に保管すること。 

(7) 成果品の納入は施錠できる車両を使用すること。 

(8) その他、作業中に疑義が生じた時は、課税企画課担当者に報告し指示を受けること。 
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】
又
は
箱
詰
め

料
金

後
納

封
筒

に
封

入
可

能
な

枚
数

料
金
後
納
用
【
別
表
1
0
】

上
記

超
の

枚
数

角
２
封
筒
【
別
表
1
3
】
又
は
箱
詰
め

3

○
税
額
決
定
通
知
書
兼
減
免
決
定
通
知
書
【
別
表
1
7
】

○
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ
【
別
表
６
】

○
賦
課
の
根
拠
等
(
減

免
通
知
用
)
【
別
表
７
】

○
障
が
い
者
減
免
ち
ら
し
(
減
免
通
知
用
)
【
別
表
８
】

封
筒

（
減
免
通
知
用
）
【
別
表
1
2
】

送
付
先
管
轄
集
配
郵
便
局

4

一
括
納
税
義
務
者
分

○
納
税
通
知
書
(
一

般
用
)
【
別
表
１
】

○
軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ
【
別
表
５
】

○
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ
【
別
表
６
】

※
「
軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ
」
「
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ
」

は
、
一
つ
の
送
付
先
に
１
枚
ず
つ
送
付

箱
詰

め
送
付
先
管
轄
集
配
郵
便
局

5
引
抜
き
分

角
２

封
筒
【
別
表
1
3
】
又
は
箱
詰
め

資
産
課
税
課

2
○
納
税
通
知
書
(
口

座
振
替
用
)
【
別
表
２
】

○
軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ
【
別
表
５
】

○
よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ
【
別
表
６
】

市 内

送
付
先
管
轄
集
配
郵
便
局

市 外

封
入

方
法

及
び

運
搬

先

1
○
納
税

通
知
書
(
一

般
用
)
【
別
表
１
】

○
軽
自

動
車
税
の
お
知
ら
せ
【
別
表
５
】

○
よ
く

あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ
【
別
表
６
】

市 内

送
付
先
管
轄
集
配
郵
便
局

市 外
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